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参考付図（景観区域・景観形成地区の詳細図） 

１．景観区域 

 

（１）みどり・田園景観区域 

市街化を抑制する「市街化調整区域」を、みどり・田園景観区域に設定します。 
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（２）まちなみ景観区域 

市街化を促進する「市街化区域」を、まちなみ景観区域に設定します。 

 

  



74 

 

２．景観形成地区 

 

（１）にぎわい景観形成地区 

阪急茨木市駅及びＪＲ茨木駅周辺と、それらをつなぐ主要道路の境界線より 25ｍの平行

線で囲まれた範囲を、にぎわい景観形成地区に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ茨木駅 

茨木市駅 

中央通り 

東西通り 

茨木駅千里丘陵線 
（エキスポロード） 

東西通り 

阪
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駅
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（２）元茨木川緑地景観形成地区 

元茨木川緑地及びその沿線道路の境界線より 25ｍの平行線で囲まれる範囲を、元茨木川

緑地景観形成地区に設定します。 

JR茨木駅 

号 

茨木市駅 

号 

沢良宜駅 

号 

南茨木駅 

号 
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（３）彩都景観形成地区 

大阪モノレール彩都線彩都西駅周辺と、あさぎ大通り・やまぶき大通りの境界線より 25ｍ

の平行線で囲まれる範囲、及びライフサイエンスパークを彩都景観形成地区に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）歴史的景観形成地区 

国道 171 号及び勝尾寺川の南側に位置する宿川原地内を、歴史的景観形成地区に設定し

ます。 

 

彩都西駅 
ライフサイエンスパーク 

あ
さ
ぎ
大
通
り 

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
彩
都
線 

椿の本陣 

国道 171号 
勝尾寺川 
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（５）沿道景観形成地区 

都市計画道路道祖本摂津北線及び同茨木箕面丘陵線、同茨木駅千里丘陵線の境界線より25

ｍの平行線で囲まれる範囲を、沿道景観形成地区に設定します。 

 

阪大病院前駅 

茨木駅千里丘陵線 

豊川駅 
国道 171号 


